
三重県内に

交通死亡事故多発警報
が発令されました！！

５月２５日現在 県内交通事故死者数３１名 (前年同期比＋１０名)

三 重 県 警 察・三 重 県

●道路を横断するときは横断歩道を利用し、
「安全確認」と「ハンドサイン」を！

●夜間は「明るい服装」と「反射材」を
着用しましょう

令和８年５月２６日～６月３０日まで

●シートベルトを着用し、前をよく見て運転しましょう
●飲酒運転・ながらスマホは絶対にダメ！
●信号・一時停止を必ず守りましょう
●スピードを控え、歩行者や対向車に注意しましょう

●加齢に伴う身体機能の変化を自覚し、
慎重な運転を心掛けましょう

●自身の歩行の速度を認識し、歩行中も
車の動きに注意しましょう

交通死亡事故の特徴

・歩行中死者の約８割が高齢者

・75歳以上の高齢ドライバーによる事故が多発！

・「飲酒運転」や「ながらスマホ」に伴う死亡事故も発生！

・「運転中の前方不注意」や「シートベルトの非着用」
など基本的な交通ルールが守られていません！

ドライバーのみなさん

高齢者のみなさん歩行者のみなさん


